
2022 年度 medU-net ケーススタディワーキング議事録 

【テーマ】「マテリアルの有効活用に関する取扱い」 

2022 年 8 月 2 日（火）13:30～15:00 

Zoom によるオンライン開催 

【参加状況】 

■モデレーター：飯田 香緒里（medU-net 事務局長／東京医科歯科大学 副理事 産学連携研究センター長・教

授） 

■ゲストスピーカー：船山 和彦（富士フイルム和光純薬株式会社 試薬化成品事業部 ケミカル開発本部 ケミカル

開発部長） 

 

申込数 当日出席 

27 18 

 

 

（モデレーター） 

 

 

 

今年度 2022 年度の medU-net のケーススタディワーキングを始めたい

と思います。皆さん、いつもお世話になっております。こんにちは。東

京医科歯科大学の飯田です。よろしくお願いします。 

 今日は、ケーススタディということで、マテリアルの有効活用に関す

る取扱いということで、まずゲストスピーカー、富士フイルム和光純薬

の船山さんにお話を頂いた上で、ディスカッションをし、その後、アン

ケートに基づいてケーススタディワーキングをしていきたいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 最初に聞いていただくところはいいんですけれど、ケーススタディワ

ーキングの方は顔を見ながらディスカッションする方がいいかなと思い

ますので、ぜひ、可能な方は画面をオンにしていただいて、顔を出して

参加していただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、今日のゲストスピーカーは、富士フイルム和光純薬株式

会社の船山様にお越しいただいています。 

 

富士フイルム和光純薬株式会社試薬化成品事業部ケミカル開発本部ケミ

カル開発部長の船山和彦様になります。UQ バイオマテリアルの利活用

をテーマにお話しいただきます。
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（和光純薬・嶋田様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ゲストスピーカー） 

  

その前に、嶋田からご挨拶させていただきます。 

今日はお忙しい中、参加していただきましてありがとうございます。 

 富士フイルム和光純薬は、実は今年で 100 周年を迎えました。1922

年創業ですけれども、現武田薬品工業の化学薬品部門というところから

始まっています。それから 100年たっているんですけれども、研究・試

薬、研究のお手伝いをずっとやってきたという背景があります。 

 実は、先だって 100周年記念事業を社内で行いました。そのときに、

ノーベル賞をもらった白川先生や梶田先生、大隅先生にメッセージを頂

きまして、手前みそですけれども、いろいろな研究の役に立っているん

だなというのを実感しております。100 周年たって、また次の 100 年頑

張ろうということで、今、和光純薬は盛り上がっているところでござい

ます。 

 今日は、船山から UQ（遊休）バイオ薬品の活用についてお話ししま

すけれども、そもそも UQ と書いているんですけれども、そのまま漢字

に直せば遊休で、文字どおり遊んでいる技術もしくは物を、もったいな

いので何とか活用できないかという話になります。 

 ということで、先生方も恐らく、ほかの先生が持っているような薬品

だとか化合物とか物とかが何か役に立たないかなという観点はきっとあ

ると思うんですけれども、弊社でもそういうことを、ある程度組織的に、

システマチックにできないかなと思っています。 

 

富士フイルム和光純薬の船山と申します。私、実は会社に入って 30 年

ちょっとたつんですけれども、そのうち 20 年以上は営業で、主につく

ば、札幌勤務だったんですけれども、試薬の営業ということでいろいろ

な先生方とお会いする機会が多く、先生のところでつくったものをほか

に展開できないかとか、逆にこんなものが手に入らないかというご相談

をいっぱい頂いてきた経験があって、こんなことはできないのかなとい

うのを先日飯田先生にお話ししたところ、こういう機会を設けていただ

きました。 

 まだ会社として何かやるというレベルにはないんですけれども、先生

方のご意見を聞かせていただきながら何かできればなと思って、今日は

しゃべらせていただければと思います。 
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（ゲストスピーカー） 

 

 

 まず最初に、今回は研究者ではない方も多いということで、簡単に会

社紹介をさせていただきます。まさに今年 100周年を迎えて、武田薬品

工業の子会社から始まったんですけれども、第二次世界大戦の後に財閥

解体、単語くらいはご記憶があると思うのですけども、武田の子会社と

しても名前を変えたほうがいいのではないかという機運もあったらしく

て、和光純薬という名前に変わっています。 

 5 年前に富士フイルムの子会社となって、翌年、富士フイルムのほか

の子会社と統合する形で社名を変更し、今に至っています。 

 事業所も北から南まで、赤い点が営業所関係ですけれども、工場も多

数抱えています。今は子会社も国内に、これ以外にも小さい会社がいく

つかと、海外にも 3 社ほど抱えて展開している状況になります。 

主な事業は、試薬、化成品、臨床の 3 部門です。試薬もたぶんスタート

は溶媒の生成とかから 100年前は入ったんだと思うんですけど、多岐に

わたっていて、今はケミカル、ライフサイエンス、培地・培養。最近は

富士フイルムのグループも吸収して、iPS 細胞を販売したり、特に受託

分野ですね。DNA 免疫を使った抗体作成とか抗がん剤の薬効評価も、

福島医大に協力していただいて始めたりしているところです。 

 あとはケミカル系になりますけれども、重水素化の化学合成を得意と

していて、医薬分野の先生方でしたら代謝測定用のD化合物とかの合成

をお受けしたことがあるようになっています。 

 あとは、研究用機器・器材も何年も前から少しずつ拡大しています。

今となっては試薬事業と言っていますけれども、ほぼ研究支援産業、研

究支援企業に業態が変わっていまして、できることは何でもやるという

会社になりつつあります。以上が会社の紹介です。 

 早速、今日のお話に入ります。UQ（遊休）バイオマテリアルの利活

用ということで、先ほど言いましたように、私の営業経験の中からこん

なことができたらいいなというのをまとめた格好になっています。 

 営業で回っていると、研究室でつくりだした素材の試薬化の相談を頂

くケースが結構あります。昔は比較的規制も少なくて、「とりあえずや

ってみましょう」ということがあったんですけれども、年々いろいろ厳

しくなってきて、最近は実現するケースが少なくなっています。



 3 

 

 先生方からお声がけいただく事例としては、一番多いのは論文発表で

すね。発表したところで、物を分けてくれという問い合わせが結構あっ

て、それが月に 2 件も 3 件もなってくると結構大変で、特に海外からの

依頼は手間もかかるので何とか回避したいという声から、「和光で売り

ませんか」みたいな声をかけていただくケースが非常に多くあります。 

 あとは、特に抗体とか、ご研究の中で必要なものはいっぱいつくられ

るケースがあるんですけど、特に使わなくなったところで冷凍庫もいっ

ぱいになってしまって、かといって処分してしまうのはもったいないと

いうことで、売れないかなということでお声をかけていただくようなケ

ースもありました。 

 あとは、どちらかというと、有機合成の先生になってしまうかもしれ

ないですけれども、天然物の全合成でつくった化合物ですね。相当苦労

して合成しないとできないようなものですけれども、そういったものを

活用したいと。特に定年間近になってこられると、なおさら何とか活用

できないかということでお声をかけていただくケースが多いかなと感じ

ています。 

 いずれも、先生方の研究成果を少しでも世の中に出して役に立ちたい

という気持ちと、あとは研究試薬として販売してもらえれば最初の業務

が減って、多少なりともお金にもなって、研究費にもなるのかなという

ことでお声をかけていただいているケースが多かったと思います。 

 中には、こちらから試薬化しませんかというお声をかけさせていただ

くケースもあるんですけれども、国立大学の先生の中には、税金でつく

ったもので利益を得ていいのかなと言われる方も、ごくわずかですがい

らっしゃいました。近年は、外に出すようにという流れになっているよ

うなのでこの辺は心配ないのかもしれないですけど、一応頭に入れてお

く必要があると思って記載いたしました。 

ただ、最近、特にここ数年、初期費用というか手付金というのか分から

ないんですけれど、最初に要求されるお金が結構高かったり、あと特許

実施料が高いこともあって、正直なところ、試薬は少額の販売が多く、

なかなか 1 品目、1 品目は大きな売上にはならないのが現状です。 
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 試薬 1品目で 1年間に 100万円も売れれば大ヒットみたいなのが正直

なところです。そんな中で、初期費用とかがかかるとなかなか扱い始め

づらいというのがあります。 

 しかも、在庫リスクと書いていますけれども、売れだすまでには時間

がかかって、よくあるのは、2 年、3 年で契約させていただいて、1 年

目はほとんど売れなくて、契約が終わりかけるころに売れだして延長を

どうしようかみたいなケースです。売れだすまでに時間がかかるという

のが課題だと思っています。 

 あとは、抗体なんかは、先生が持っているところを試薬にしたいとい

うことで分けていただくことが多いんですけれども、実際長期保管の間

に品質にばらつきがあったり、バイアルに分けて保存されていると、バ

イアルが変わると品質が変わっていたことも時々発生しています。 

あとは、2 回目以降、同じような品質が出せないということも事例とし

てはあります。 

 もう一つ、これらは試薬化してということですけれども、使う側の立

場に立ったとき、和光純薬から見るとお客様、主に企業ですけれども、

やはり 1 企業で持っている知見には限りがあって、論文とかを見て面白

そうだと思ったらさわってみたいという声は非常に多くあると思います。 

 試薬メーカーの立場で、人がいないとたくさんできないというお話を

先ほどいたしましたが、同じように企業でできる研究にも限界がありま

すので、大学とかで見いだした知見とか素材は活用できるのであれば積

極的にやっていきたいというところは多いと思います。 

大きな企業は共同研究とかベンチャーへの投資も最近は活発にされてい

ますけれども、お金を出すのにリスク、ベンチャー企業の買収も最近は

多くなっていますけれども、そこにはリスクもあるということで、いき

なりお金を大量にかけられないというのが企業側の事情かなとは思いま

す。 
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 あとは、大学から物を頂くにあたってもいろいろ手続とか契約で時間

がかかってしまって、欲しいときにすぐ使えないというのがあるのかな

と思います。あとは、供給リスクというところで、さっきの試薬の品質

が変わるということも関連してくると思うのですが、継続して入手する

のと、何よりもこれは使えるとなったときに大量に欲しいとなったとき

になかなか課題があって、次のステージに行けないこともあるのかなと

感じています。 

 私の営業経験から、こういったニーズをとりまとめる仲介の組織が、

組織を超えて大学単位ではなくて、国全体で何か仲介できる組織を置い

て、円滑に利活用できるものはできないかというのはずっと思っている

ところです。 

仲介機関の役割としては、情報の集約、整理、使用者と提供者の取り次

ぎ、契約の代行、お金のやりとり。大学の先生方に直接問い合わせが行

かないように、間に入って調整することができる組織をつくれたら面白

いのかなと思っております。 

 ここにわれわれみたいな試薬屋が 100年かけて培ってきたノウハウが

多少お役に立てるのではないかと思って、特に法規対応とかいろいろな

障害がありますので、試薬は特にきっちりやっている会社でその辺につ

いては相当詳しい知見があります。 

製品の輸送とか、企業のところでお話ししましたようにスケールアップ、

大きくしたいときにわれわれが間に入って量産することができるのでは

ないかと思います。 

 安定しない品質というところにこちらが入ってやることと、本格的に

産業化するときに和光自身がやることもあるんですけれども、実は試薬

の原料の入手ということで、非常にたくさんの企業と付き合いがあるの

が試薬屋の強みでもあって、そういったところの取り次ぎ、ここと組ん

だらもっとうまくいくということもご提案できると思っています。 

 いろいろと調べてみましたら、実はアメリカで事業化している事例が

あることが 2 年ほど前、教えていただいて分かりました。ホームページ

を見てみたら結構品数も増えていて、この 1 年ぐらいで大きくなってい

る印象でした。端的に言うと、先ほど説明したような仲介を行っている

民間企業が間に入って提供者と使用者をつないでいます。
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（モデレーター） 

  

特徴的なのは、ライセンス契約を最初に提供側と結んでいて、欲しい方

には都度、MTA 契約は必要がない、ホームページ上で注文した時点で

同意事項とかの記載があって、同意した上で注文を出しているという扱

いになるものです。アメリカ中心に大学と国の研究機関も入って、実際

に運営が始められていることが改めて分かりました。 

製品のほうも、最初に見たころは抗体とか細胞組織といったわずかなも

のだったんですけれども、今見ると非常に拡大していて、2 年ぐらい前

に見たときは当然なかったんですけれども、コロナウイルス関係みたい

なタグもついて、急激に拡大している感じです。 

  

 まとめになりますけれども、研究室に眠っているマテリアルの活用促

進を目的に、国内の大学や研究機関の枠を超えた組織ができたらいいな

と。目的としては、アカデミアで創出された知財、素材を産業応用しや

すくすることと、ここで得られる費用を研究室に還元して、研究費の増

額につながればいいなということ。 

あとは ALL JAPAN ということで、海外に日本の力を示す役にも立つの

ではないかと考えました。 

 こういったことを実現しようとした場合、まだまだ課題がいっぱいあ

ると思うので、今日、皆様のご意見を聞かせていただければと思います。 

  

嶋田様、船山様、ありがとうございました。 

 

 では、私のほうから画面共有させていただきます。 

本当にたくさんの方に今回ご回答いただいて、産学連携の実務の方もい

らっしゃれば、研究者の方もいらっしゃったと思います。 

いろいろな観点で質問や悩み、好事例をご紹介いただいて、皆さんにと

っても有用な情報だと思いますので、一つ一つご紹介させていただきな

がら、質問については、富士フイルム和光純薬様を含めて、皆様とディ

スカッションしていきたいと思っていますので、よろしくお願いします。 
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（モデレーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参加者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

まず、分与の作業も含めて、マテリアルの有効活用について組織の中で

直面している課題とか質問、これまでに行った工夫があれば書いてくだ

さいということで聞いています。 

有効活用の仕組みについて、いくつか事例をご紹介いただいています。 

デースベース化してセンター内で共有している。あるいは、NBRPにて

配布している。あるいは、なかなか認知度が上がらないので、国内はと

もかく海外の研究者に利用してもらうための仕組みについては、なかな

か不十分であるということで、告知するのがなかなか難しいという声も

頂いています。 

 こんな形でコメントを頂いていますが、中で持っているものがどんな

ものなのかということをしっかりお示しすることは本当に難しいと思う

んですね。1 大学でやってもアプローチができるところは少ないと思う

んですけれども、そんな中で A機関はこういった国策としてやられてい

るところがあるので、これは一つの解なのかなと思います。 

簡単にこの仕組みや、アカデミアでどのくらいの方が参加されているの

かとかをご教示いただきたいのですけれども。よろしくお願いします。 

 

NBRPで、主にアカデミア向けに、それぞれの大学のラットやマウスと

か遺伝子とかそういうものを分けています。15 年ぐらいそちらはやっ

ておりますのでそれなりに動いているかなと思います。 

 今回のお話では、和光純薬という試薬会社のノウハウと、飯田さんの

いろいろなネットワークが使えるというところで、また新しいチャンネ

ルが開いて、いいネットワークができるかなと思いました。 

 われわれがやっていて課題は、やはりお金の流れをどうするかという

ところと、あと学術に配布するときと企業に配布するときの違いをどう

いうふうにするかということと、企業に配布するときに、その人の特許

ではなくて、それをつくるときに使った特許や条件がひもづけられてい

るとなかなかそれをクリアするのが難しかったという知見があり、いろ

いろな知見がありますので何かあれば言ってください。ありがとうござ

います。 

完全にアカデミアにだけ配布しているという理解でいいですか。
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（参加者） 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

（参加者） 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

（参加者） 

 

 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

主に 9 割方アカデミアで、ものによって違いますけど、企業のはどちら

かというと例外としてやっております。企業においても配布しているこ

とは配布しております。 

 

ありがとうございます。 

この NBRP はどういう宣伝の仕方とか広め方をされていますか。 

 

例えばラットだったらラットのコミュニティのところにやっていますし、

NBRP自体は理研も入っていますので、理研のラットとかプラスミドの

寄託というのは世界的に定着している話になりますので、研究者コミュ

ニティに定着している形。歴史が長いので定着しているなと思います。 

 

その分野ではかなり広まっていて、皆さん使われているという感じです

か。 

 

はい。いい例としては、プラスミドだと addgene の例があると思いま

すので、プラスミドとかはそういうふうにやっています。 

今回の和光純薬さんのご提案のものはあまりやられていない分野ですの

で、すごくいいなと思いました。 

それこそ、和光純薬のネットワークで各研究者に広めるといいものがで

きるのではないかと思いました。 

 

ありがとうございます。ご指摘のあった知財の扱いとか対価については、

そこの部分の課題を提起されている方が多いので、後でディスカッショ

ンをしていきたいと思います。 

 続いて、契約とか権利関係についてということで、 

共通して出てきたコメントとしては、MTA とか契約なしで研究者がオ

ファーを受けて出してしまうケースが結構ありました、ということでい

くつかコメントがありました。 成果有体物というのはどこまでの範囲

にするのかということで、そこについて悩まれている声もあったり、 

MTA の準備とか確認についても手間だし、特に英語でやる場合も大変

であるというコメントも頂いています。 
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（モデレーター） 

 

今の話にも通じるんですけれども、理工学部の研究成果はマウスや細胞

株、プラスミドのような複製が容易でないので、生命科学分野の MTA

と異なる条件のひな形にするのではないかということで、マテリアルの

種別によって扱いも変えなくてはいけないのではないかというコメント

も頂いています。 

 

渡すときの分与量に適切な量はあるのかということです。これは、たぶ

んリクエストに応じて出していくことになると思うんですけれども、限

られたリソースについてどこまで出していくのかということがいろいろ

な大学さんで悩ましいのかなということで、こんなコメントを頂いてい

ます。この辺りについて何かコメントはありますか。 

 

A 大学から頂いたコメントですけれども、教員が作成した化合物を研究

試料販売会社に試験販売してほしいという希望が教員からありました、

先方からは MTA でと言われましたが、特許の有無にかかわらず実施許

諾契約ではないかと考えています、ほかの大学さんはどういうふうに対

応していますか、ということで、こういったものを出すときにどんな契

約形態がいいかということについても結構悩まれる方も多いのではない

かと思っています。 

 

B 大学の場合は、基本的には MTA で出しています。ただ、一般的なア

カデミアに出す MTA と企業に出す MTA は大分条件が違うと思ってい

るので、そこは契約の名前というよりも条件に実施許諾的な条件をくっ

つけておけば、あまり契約の名前とかはこだわらなくてもいいのかなと

思うのですけど、やはり企業の場合は、知財の条項はどうなっているの

か、お金の経済的条件はどうなっているのかという辺りについては、し

っかり固めておく必要があるのではないかということで整理をしていま

す。 

 

こういった問いかけがあるのに対して、何かいいサジェスチョンがあれ

ば頂きたいと思うんですけれども、いかがですか。 
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（参加者） 

 

 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

（参加者） 

 

（モデレーター） 

 

 

 

（ゲストスピーカー 

 

 

（モデレーター） 

 

 

 

 

 

 

（参加者） 

 

 

 

 

 

  

本学では、どちらのパターンもあると思っていて、実際、どちらのパタ

ーンでもやっています。細胞とか増えるもの、増やして放っておくとま

かれてしまうリスクがあるものについては、実施許諾的なもので期限を

切って、期限が来て、契約更新しないのであれば廃棄して、廃棄証明を

もらうようにしています。増えないものについては、基本的には MTA

で出すようにしています。 

 

マテリアルの種別に応じて、契約の内容をしっかりと変えながら運用さ

れているんですね。 

 

そうですね。 

 

ありがとうございます。ほかに何か好事例があったら、ぜひ挙手とかい

ただければと思います。同じことで悩んでいる課題でもいいですけれど、

よろしいですか。この辺り、和光純薬さんは何かコメントはありますか。 

 

言われたように、普通に売っているものもそうなんですけれども、増や

せるものをどう扱うかが難しいところかと思います。 

 

ありがとうございます。では、次に三つ目です。 

管理についてということで、これは分与作業や保管の場所の確保も課題

であるということで頂いています。 

A 大学ではこの辺りは基本的に研究者と研究室任せにしています。いか

がでしょうか？貴機構では、この辺りも本部がコントロールしているよ

うなイメージですか。 

 

マウスの切片などを分与はしているんですけれども、やはり－80℃のフ

リーザーに保管しているものですから、壊れてしまったとき用に分けて

保険を掛けて保管したり、フリーザーのメンテナンスとかフリーザーの

量も、マテリアルの量が増えるに従って保管場所も確保しなければなら

ない。そういうところの金銭的なものも確保しなければいけないところ

で課題だと思っております。 
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（モデレーター） 

 

 

 

 

 

（参加者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

 

 

（和光純薬・嶋田様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうですよね。分譲目的ではなくて、貴重な試料を保存しておくという

意味でもとても重要で、そういうところでフリーザーとかにも限りがあ

るので確かにおっしゃるとおりですね。 

この辺りは、C アカデミアのデータベースは、物は扱わずに単なるデー

タベースでしたか。 

 

いいえ、物を取り扱っていて、全国の各大学がプロジェクトに入ってい

て、例えばラットは E 大学から出す、プラスミドは F 機関から出すと

か、いろいろな大学の研究者がそれぞれ自分の得意なものを出すという

形で、その保管するお金もプロジェクトから出しています。 

各大学の主な研究者が保管で、大きいプロジェクトですので保管するお

金もプロジェクトが出すという形でやっております。実費は徴収すると

いう形で、保管に関してはやっています。ただ、情報においては、わた

くしどもの機関がやっているホームページで一括している形です。 

 

ありがとうございます。例えば、保管場所の観点からもやはり民間企業

さんに入っていただくことはとても重要なのかなと思うんですけれども、

その辺りは、ぶわっと集まってきた場合に、和光純薬さんの方である程

度管理は可能だと理解しておいていいんですかね。 

 

現状、年々製品も増えて、われわれ自身も手狭で、倉庫をつくらないと

いけないねという話になっているタイミングではあるんですけれども。

大きいのをつくって、皆さんにお貸しできるようなところができればい

いんですけれども。ちょっとまだどんな倉庫を建てるかというところま

では煮詰まっていません。 

ただ、考えないといけない時期には来ているので、お手伝いできたらい

いなというのはありますね。 

一部では細胞をお預かりするようなことも、ちょっと始めてはいます。 
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（モデレーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ありがとうございます。 

何でもかんでも扱うわけではないと思うので、非常にリクエストが多い

ものとかは、逆にそういったところで一元管理していただくというのも

とても重要だと思います。 

 

次は、マテリアルの有効活用のために他機関にどのような周知の方法を

とっていますか、実際に行っている方法をご記入ください、ということ

で質問しています。大きく分けて論文と展示会、Webという形の回答が

来ているんですけれども、論文に関してはやはり先ほど船山様のほうか

らもお話がありましたけれども、先生が論文発表するとそれに対してリ

クエストが来るという形で、特に大学とか本部のほうが何かアナウンス

するとかではなくて、論文発表を通じてということが多く寄せられてい

ます。 

 それに対して、展示会とか Web で積極的にアナウンスとしていると

いうこともいくつかご意見いただいていて、F 機関では、アソシエイト

が展示会などでアナウンスしていると。あるいは、G 大学ではホームペ

ージはもとより、セミナー、マテリアルを扱っている企業との協業やそ

の企業から、ホームページとかチラシを配布してもらったり、営業マン

が宣伝してくれたり。さらには、展示会での出展とかパンフレットも配

布している形で、かなり積極的になさっていると。 

あとは、ホームページで公表していたり、H 大学の有体物管理センター

のシステムを使うことを検討したいと考えていらっしゃるということで、

これは実は B大学も今検討中です。こういったいろいろな取り組みがあ

ります。 

 

F 大学さんは本当に積極的にされているんですけれども、これは特許の

ライセンスだけではなくて、マテリアルに関しても積極的にされている

という理解なんでしょうか。
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（参加者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

 

（和光純薬・嶋田様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特許以外にも、マテリアルについても積極的に行っていて、特に A企業

にはとても協力していただいて、協業でチラシとかをつくってもらって

ます。 

 特に受託研究とひもづけて、受託研究でわれわれのところでがんの組

織からつくった細胞とか、担がん動物用のがん組織をつくっていて、そ

れを使った受託研究を結構大々的にアピールしています。 

 それにひもづいて、それを使ってくれた研究者がその細胞が欲しいん

だみたいなこともあるので、そういった相乗効果というか、そういった

受託研究とマテリアルをセットにしたような形のチラシをつくったりし

て協力していただいています。 

 I 機関をつくっているので、そこを通して告知したりして、国内につ

いてはかなり積極的にはやっているつもりです。ただ、やはり海外につ

いてはなかなか難しいところはあると考えています。 

 

ありがとうございます。 

海外のところも A企業さんのネットワークを使えば展開は可能なのでし

ょうか。 

 

今、海外展開は、われわれの商品自体の海外展開を一生懸命始めたとこ

ろです。周知して数字になりだすまでに 2 年、3 年かかってしまってい

るかなというところです。 

やはり今日、明日にすぐに貢献できるというのは厳しいと思うんですけ

ど、やり続けることで海外へも広げていきたいなと思っています。特に

富士フイルムのグループに入ったことで、グループ会社が海外にいくつ

かあるので、今そういうところをつなぎながら展開できないかというこ

とを始めています。もう少し組織立ってくれば、お役に立てるかなと考

えています。 
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（モデレーター） 

 

 

 

ありがとうございます。続いて次のトピックス。 

自機関がどのようなマテリアルを持っているかという情報を、研究者か

ら産学連携担当部署がどのように情報収集していますか。自機関での情

報共有や利活用の仕組み、研究者が提供しやすくするための環境整備の

取り組みがあればご記入くださいということでご質問させていただきま

した。まず、研究者からの連絡に頼っている声が多かったです。 

 いくつかご紹介していきたいと思います。研究者から MTA の連絡が

あったときに情報収集するとか、あるいは発明の届出があったときに機

関で把握することが多い。あとは、研究者間の情報交換においてという

ことで、研究者同士で意見交換して、誰がどんなものを持っているとい

うことをやりとりするようなアカデミアのネットワークがある場合は、

そこから情報を得ているというコメントかなと思います。 

研究者との話の中で情報を得るにとどまっているので、よりよい情報収

集があれば知りたいということを頂いているので、今言ったような研究

者間のネットワークというのが一つの方法かなと。 

好事例として、J 大学さんから頂いているコメントですけれども、年 1

回の保有状況調査を全講座に対して実施しているが、保有者以外で有効

活用できていないということですけれども、こういった年 1 回の調査を

されるというのはとても重要なことなのではないかと思います。 

こういうことは定期的にやってもいいのではないかと思いますし、私た

ちのところで実験動物センターがこういった調査を実施したことがあり

ました。そのときに、学内だけだったらシェアできるとか、外にも出し

ていいとか、いくつかカテゴリー分けをして調査をしたこともあったの

で、そういったことを 1 年に 1 回ではなくても定期的にやっていくとい

いのではないかと思います。 

 実際、われわれの大学で外部からリクエストを受けるマテリアルは結

構固定してしまっているんですよ。 

それのすそ野を広げるためにも、まずはどんなものがあるかということ

を把握することも重要だと思うので、こういった取り組み、好事例をこ

れからもやられていることをしっかりと収集していきたいと思っていま

す。研究者の方がここを見に行けば情報が集まっているというような、

なかなか難しいですけど、そういう環境ができるのが一番いいのかなと

は思います。 
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（和光純薬・嶋田様） 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

（参加者） 

 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

できれば、こういうのがシステマチックにできるのが理想だとは思うん

ですけれども、総論はそうだけど、各論になってくるとまたちょっと大

変なところがあるとは思います。だけど、一つずつ解決する形でやるし

かないのかなという気はしますけどね。 

 

ありがとうございます。ちなみに、K 大学さんは、各研究者からの届出

に頼っているというのは、届出をしていただいているんですか。 

 

一応、MTA を結ぶ前に、こういったマテリアルであるということを届

出をしてもらうようにはなっているんですけれども、ただ、その届出が

あるものもいざ運用の前に届け出ていただいているという現状でして、

各教室が持っている眠っているマテリアルとか、そういったものの把握

にはまだ至っていない状況です。 

 

なるほど。そうですよね。発明とかであれば出願ということを前提に出

してもらえるけど、マテリアルが生まれたから届け出るのはなかなかや

るのは難しいですよね。ありがとうございます。たぶん、アンダーグラ

ウンドでアカデミア間のやりとりをされていることがすごく多いと思う

ので、そういったものが自動的に出てくるような仕組みができるといい

なと思います。 

 

続いて、これも今と同じようなご質問ですけれども、 

シーズ集とか特許で出しているということで回答を頂いているものです。 

まず、L 大学さんからは、シーズ集という形では整理をしているけれど、

マテリアルに関しては基準をどういうふうに設定すればいいのか、設定

するキーワードもおのおので言葉の広さが異なるので、選択制にしたい

けれども、適切な区分の広さがなかなか難しいので、アドバイスを頂け

るとうれしいということでコメントを頂いています。 
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（モデレーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参加者） 

 

 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

 

 

 

 

（参加者） 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

  

 一方で、C 機関からは NBRP の情報整備プログラムによって整備を

しているということで、こういった整理がされているということなので、

こういったことを教えてもらうといいのかなと思っていたりします。 

 

 あとは、M大学さんからは、情報収集は特許出願情報からということ

で頂いているので、ここの辺り、コメントを頂きたいと思います。まず、

情報収集は特許出願情報からということですけれども、特許出願の情報

からマテリアルを担当者が吸い上げるようなイメージですか。 

 

はい。これは、ちょうど私が特許、知財のほうも担当しておりますので、

出願する際に自然とその情報が入ってくるので、それで情報共有できて

いる。たまたまそういうことになっているということです。 

そういったものがあるんだなというのをナレッジとして蓄積しておく形

です。あとは、共有のフォルダの中にそういったものをストアしておく

ファイルをつくっておいて、そこで情報も共有できるようにしています。 

 

なるほど。ありがとうございます。 

マテリアルの基準をどういうふうに設定すればいいかということについ

ては、何かいいアイデアがある方、既にやられている方はいらっしゃい

ますか。何かキーワードとかで整理されているとか。 

NBRPに関しては、あくまでも種の違いで整理なんですかね。この辺り

で何かいい整理があったら。 

 

動物の種類によって、バイオリソースの種類によってそれぞれホームペ

ージがあって、そのホームページで何々が欲しいと言うと、クリックし

て、それで電子的に MTA をやって、クレジットカードで支払うみたい

な形になっています。 

 

なるほど。ありがとうございます。 

たぶん、今回マテリアルと言っているところ、皆さんの考えとしては本

当にバイオリソース的な、医学とかこういったライフサイエンス分野で

生まれるようなマテリアルということになってくると思うので、そうす

ると、ある程度範囲が決まっているのかなと思うのですが、
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（モデレーター） 

 

 

（ゲストスピーカー） 

 

 

（モデレーター） 

 

 

 

（参加者） 

 

 

 

（モデレーター） 

 

この辺り、何かこんな整理だったら企業も選びやすいという整理はあり

ますか。 

 

恐らくですけれども、試薬メーカーが分類している分類の仕方が基本で、

それを応用していけばいいのかなという気はします。 

 

なるほど。ありがとうございます。 

確かに、そういったメーカーさんの仕分けを参考にできるといいかなと

思うので、各自見ていただければと思います。よいご示唆だと思います。 

 

本日はありがとうございます。皆さんからいろいろとご意見を頂いたも

のを大学で反映して、うまく適用させていきたいと思います。ありがと

うございます。 

 

次は、MTA での条件、金額、知財の扱い、提供技術の範囲、そしてマ

テリアルの取扱い、研究者の異動とか転籍対応ですね。そういったとこ

ろで直面している課題とか工夫した事例があれば、教えてくださいとい

うことでお聞きしたものになります。 

まず金額のところです。ここは、ほぼ言い値でやっているとか、あるい

は MTA の金額については一律に設定していると。たぶんこれは一定の

金額ということですかね？ どんなものでも同じ金額にしているという

ことですかね？ 高額らしくて、なかなかまとまらないケースがあると

いうことで、価格設定に少し不安をお持ちなのかなと思います。 

 N 大学さんも対価の算出について、これは課題として上げてくださっ

ているのかな。あと、マテリアルを有償分譲する際の対価設定について

いつも時間がかかると。もし標準的な価格設定があるようならば、教え

てもらいたいと。O 機関も有償にする際の金額設定方法について悩んで

いると。P 機関も、経済条件について悩んでいるということで、皆さん、

本当に悩まれているところかなと思います。
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（モデレーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参加者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

（参加者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

試薬メーカーさんとかが有償で出しているときに金額が示されているも

のもあるので、そういったものを見ながら、あまり市場のマーケットよ

りも高い金額で出すのもちょっと違うのではないかということで、似た

ようなものの市場での販売価格を参考にしながら金額設定をしています。 

ここもたぶん皆さんいろんな工夫をされているのかなと思います。 

以前、medU-net でライセンスの条件をやらせていただいたことがあっ

たので、こういう仲間の中でやっていくことも重要なのかなと思ってい

るんですけど、こういった金額設定について、何かいいアドバイスがあ

れば、ご教示いただきたいのですが、いかがですか。  

 

これはまだ難しいんですけれども、大学で一応 MTA を出す金額を設定

を審査会をかけて設定するんですけれども、そのときの根拠というのは、

それをつくるにあたってかかるコスト。 

最低限そのコストはクリアしていないといけないというルールがあって、

それを超すことが条件で、やはり市場の似たような製品との兼ね合いで

どこまで折り合いをつけられるかというところで設定しています。 

 あとは、ボリュームディスカウント的な、いくつ以上導入してくれる

のであれば何％引くというところまでは決めています。 

 

そうですか、ありがとうございます。 

 

うちはアカデミアと企業で明確に分けていまして、 

アカデミアにおいては各プロジェクトに入っている各大学が実費計算し

て、実費いくらと設定して、クレジット払いでやっています。 

企業においては、例えば私がやるときは、同等のもの、例えばプラスミ

ドだったらいくらとか、大腸菌だったら市場価格よりもちょっと高い値

段を言ってというので初期でやっています。 

ただ、あまり少額ですと、手間暇のほうが高いもので、例えば外国から

来たものに関しては、なぜか最近円安だからなのか、案外高い値段でも

オーケーしてくれるところがあります。向こうがもうちょっと安くして

くれと言ったらちょっと安くするみたいな感じぐらいが相場でやってい

ます。 
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（参加者） 

 

 

 

（モデレーター） 

 

（ゲストスピーカー） 

 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本だとすぐ高いと言われるんですけれども、海外の場合は少しぐらい

高くても買ってもらえるので、海外から来た場合はまあまあ高めに出し

て、ちょっと交渉するときがあります。 

 

ありがとうございます。この辺りは、企業のほうではどうですか。 

 

そうですね。似たようなものの市販品の価格を参考にして、先生方がお

持ちのものは価値が市販よりは高くなると思うので、いったんそれの倍

とか 3 倍とかで提示して交渉というのはありかなという気はしますね。 

その辺は相手先と商談によって経験していくしかないのかなという気は

しますけども。いろいろやっていくことが必要かなと思います。 

  

ありがとうございます。やはり、物の種類によって大分違うと思うので、

そういったこともアカデミアの中で標準化されていくといいですよね。

ありがとうございます。 

続いて、MTA での条件ですね。 

金額、知財の扱い、提供技術の範囲、そしてマテリアルの取扱い。この

辺りは、先ほどのところと、契約方法についてということで頂いている

ところなんですけど、これは、MTA を個人レベルで契約したために大

学が把握していなくて苦労したことがある。契約の見直し手続が煩雑と

いうことで、ここは啓発的なところもあるので時間があれば後から戻る

形にして、こちらが結構重要なところになってくるので、この辺りを少

し紹介していきたいと思います。まずは、権利者のところです。 

他の知財に関わらないかの確認方法ということで、マテリアルがほかの

方の知財に介在しているようなものということで、これは次のご質問と

も関係すると思うんですけど、権利保有者がはっきりとしないマテリア

ルを企業との共同研究で使用する場合の許可の取り方。機関帰属先がな

い場合、どのように確認の作業をするのか、そのようなマテリアルを企

業との共同研究で使用した経験がありましたら教えていただきたいとい

うことです。 

 誰が権利者なのかが分からないとか、ほかの権利者が介在しているよ

うな場合について、どこまで確認作業をするのかというところで、結構

皆さん苦戦されているのかなと思うので、この辺りについて。 
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（モデレーター） 

 

 

 

（参加者） 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

 

 

 

 

（参加者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

 

 

 

こういうことがあったときには、今まではどういうふうに確認をされて

きたんですか。その辺りの課題から教えてもらえるといいかなと思うん

ですけど。 

 

システマチックにやっているわけではなくて、個々の対応になってしま

っていて、調べるのが不十分か十分かというところがいつも不安でいる

状態ではあるんですね。 

  

ありがとうございます。確かにそうですね。逆に、お金を取る以上責任

は発生するので、この辺りはしっかり確認をしなくてはいけないという

ことだと思うので、とても重要な問題提起だと思います。ありがとうご

ざいます。 

実際こういったことがあるときにはどんなふうにされているのか、ご教

示いただけないでしょうか。 

 

研究者に聞きまして、怪しいもの、どこからもらったか忘れたとか、そ

ういうものに関しては提供しないようにしています。 

たとえ有償でなくても、うち経由でそれを広げてしまったことで後で問

題になると大変ですので。 

われわれのレベルで、研究者が誰々にもらったという場合はその方には

お尋ねしたりして、オリジナルのものかどうかを確認しますけれども、

それでも分からないと。その方ももらっていたり、あるはそれを改変し

ていたりするので、そういう場合は、うちから提供できませんので、こ

こで元のマテリアルをつくったみたいなので、そちらに問い合わせてい

ただけますかというふうにせざるを得ないと思っています。そういう

MTA の契約を逃しているケースはありますけれども、リスクを下手に

背負ってしまうと後が大変なので、そういう対応をしています。 

 

ありがとうございます。今の話、権利保有者が多機関にわたり存在して

いるマテリアルということで、いろんなところでマテリアルを増やした

り掛け合わせたりということがある場合、相手が分かる場合は基本的に

全部ちゃんとつぶしに行くというか、確認されるプロセスをとられてい

るということですか。 
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（参加者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

（参加者） 

 

 

 

 

 

 

そういうことになりますね。 

多機関というよりは、横に広がっているよりは、奥ですね。改変、改変、

改変と。それで、たぶん一つぐらいだったら何とかなるんですけど、二

つぐらいになると、先生がもうお辞めになっていたり異動されたり、そ

の分野の研究をされていなかったりというケースがあるので。一つ先は

間違いなく調べますけれども、それ以上になると諦めるかなと。 

労力との関係もありますので、それほど深追いはしていないかなと。な

ので、多機関にわたって権利者が分からないようでしたら諦めると。 

 逆に、多機関であっても、例えば 5 カ所ぐらいで分かっている場合は

お話をして、提供してもいいですかとか、あるいは了解していただけま

すかとか、あるいはそちらでつくられたマテリアルですよね？ とか、

そういう確認はしますけれども、相手が分からなくなった段階で諦める

のが現実的ではないかなと。あまり深追いしますと、担当している側が

結構負担が大きいと思うので、担当されている方がやる価値があるかど

うか考えて、ちょっと難しいなと思ったら先生には諦めてもらう。ある

いは、相手先の方に諦めてもらうということも必要なのではないかと思

います。 

 

ありがとうございます。何かこの辺りでさらにお聞きしたいこととかコ

メントはありますか。 

 

2 番目の権利保有者が多機関にわたり存在しているマテリアルを使用し

ようとした場合、3 カ所ぐらいの機関に担当された先生が異動されてい

た状態で、一応その施設の先生には確認をしたんですけれども、各施設

が権利保有者みたいな形になってしまって煩雑になりそうだったので、

これは先生と相談をして、使うのを諦めたケースになります。 
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（モデレーター） 

 

（参加者） 

 

 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（和光純薬・嶋田様） 

 

 

 

 

なるほど。では、これはどちらかというと異動の問題の話ですかね。 

 

そうですね。もともとたぶん一つの施設で何人かの先生でつくっていた

ものみたいで、それが各施設にバラバラになったときに、自分が保有者、

自分が保有者、自分が保有者みたいな形で言われてしまって、どこと協

議をしていいかがはっきり分からなくなってしまったために、これは断

念をせざるを得ないということで研究者の先生と話をして、使用するの

は諦めたという感じになります。 

 

なるほど、ありがとうございます。 

次の異動の話とも関わると思うんですけれども、皆さんお忙しいので、

労力とコストのバランスというか、そこを考えながら動くというのも一

つ必要なやり方なのかなと思ったので、参考になればと思いました。 

異動の話、今の話もたぶんそういうことだと思うんですけれども、P 大

学の方から、転籍者の対応については画一的にできておらず、都度困っ

ているとか、Q 大学さんからも、異動によって新たな受入者がマテリア

ルを使う際の契約手続とかやり直しが面倒というコメントを頂いていま

す。 

ここは好事例として、R 大学さんが、「前職では」現在使用中、今後も

使用したいもので、特許がなくて、かつ有償 MTA で企業に提供したも

のがないものについては、非営利機関に移籍する場合は無償で譲渡。た

だし、特許出願する場合には事前に通知としたということで、そういう

整理をしていると。 

持っていきたいマテリアルは一覧表で別紙にして、後で追加できること

にしたという形で、どこに権利があるかということを明確にするための

整理をされているアカデミアの機関もあるようです。 

第三者の権利が介在する場合とか、企業さんが扱う場合も工夫されてい

るのかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 

 

例えばマテリアルですぐ素性の分かるもの、権利がここにあるものと、

なかなか大変であるものの割合というんですかね。どれくらいなんです

かね。すぐ分かるものが多いのではないかという気がするんですけど、

そうでもないんですかね。 
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（モデレーター） 

 

 

（和光純薬・嶋田様） 

 

 

 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうですね。やはりそんなに多いわけではないと思うんですけど、こう

いうものは必ず一定割合では出てくるような感じがしています。 

 

なるほど。権利の問題はやはり非常にちゃんとしないといけないことだ

から、何かルールではないけど、何か決め事がないとですね。 

 

そうですね。だから、一応追えるところは追って、あまり深追いはしな

いというやり方がリーズナブルなのかなと思って。追えない場合は出さ

ないという選択肢が、それはアカデミアにとっても企業にとっても安全

な方策なのかなという感じですかね。 

 

そうでしょうね。ありがとうございます。 

では、最後のトピックスに行きたいと思います。その他ということでい

くつかコメントを頂いていますので、ご紹介したいと思います。 

 まず、Q 大学さんから。マテリアルを用いて新たに創出した知財権は

譲受側に帰属させる。大学は主張しない。そもそも主張できないと。こ

れは特許の観点からだと思うんですけど、そういったことで知財の取扱

いに関しては特段問題は起きていません。なので、ここであまり争うと

いうのは確かに時間的にも難しいので、そういう方法をとっているとい

うことで頂いています。これは非常に好事例だと思います。 

また、マテリアルを譲り渡した後のフォローを大学の研究者が行うこと

が、購入者にとってはとても重要だと思うということで、渡しきりでは

なくて、しっかりとフォローアップをすることが重要だということで頂

いています。これもとても重要なご指摘だと思います。 

続いて、ヒト由来のサンプルの取扱い、特に国際間のやりとりの方法が、

相手方の IRB の許可を取っているが、それだけでいいのかということ

について。 

今日は、ヒト由来サンプルはあまり対象にはなっていないかもしれない

んですけど、これは医科歯科大学の場合は、出す側のほうもしっかりと

倫理審査とかを通しているので、こういったところはたぶん受け取る側

ともらう側の両方が必要なのではないかというところがありますけれど

も、ここで何かご意見がある方はいらっしゃったらご教示いただけます

か。
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（モデレーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（和光純薬・嶋田様） 

 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

ここは、ヒト由来とかヒト関係のものはまた別立てでご相談をしたいな

と思うのですけれども、とりあえずここは倫理的な配慮がもう少し必要

なのではないかという気がします。これはまた次に持ち越させていただ

きたいと思います。すみません。 

あとは、S 大学さんから、研究者の異動に伴いマテリアルの作成に係る

寄与について教授と当該研究者の主張が対立したことから、分与型の

MTA 契約に落ち着くまでに相当の時間を要した事例がありました。そ

の後、マテリアルは機関（各所属、講座）の所有物であることを改めて

明記することや、分与の際にも所属長の承認を必要とするフローを見直

したということで、こういった問題があったので整理したということで

す。 

これもとても重要なことだと思います。こういった整理をされている大

学さんもあるかと思うのですが、改めてマテリアルはどこの帰属かとい

うことは恐らく大学とか研究機関でしっかり整理をしておくことが必要

で、恐らく有体物取扱い規則みたいな形で整理されている大学さんは多

いと思うんですけれども、これもとても重要な事例ということでご教示

いただいています。 

 こんなところが代表的なところになるんですけれど、ここでお示しし

た内容で何か補足やご意見がある方はいらっしゃいますか。今日、でき

れば medU-net 関係で参加してくださった方の皆さんに一言ずつでもお

声を出していただきたかったんですが、すみません、私の不手際で全員

指名することができなかったのですが、この辺りで何かありますか。 

 

今日はとても貴重なお話をいろいろ聞かせていただいて、皆さん、苦労

されているんだなというのがよく分かりました。われわれみたいな民間

が何をできるか、まだまだ分からないんですけれども、いろいろ考えて

はみたいと思いますので、また機会があればご相談に乗っていただけれ

ばと思います。 

 

ありがとうございます。 
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（ゲストスピーカー） 

 

 

 

 

 

（モデレーター） 

 

 

 

 

 

（ゲストスピーカー） 

 

（モデレーター） 

 

 

 

 

 

 

 

 

海外のやり方みたいなのをもう少し詳しく調べてみて、どうやっている

のか。それが日本に応用できるかは別にして、そこが一つの考えるきっ

かけになるのかなと、今日先生方の話を聞いて感じました。やはりお金

の問題、権利の問題、ここの結構難しい問題にどう切り込んでいくかと

いうのを改めて認識したという感じです。 

 

ありがとうございます。ぜひ、また会社の中でいろいろと検討されるに

あたって調査されると思うので、そういった内容を私たちのほうにもフ

ィードバックいただけると本当に参考になりますし、またそれを踏まえ

ていろいろ意見交換させていただきたいと思いますので、引き続きよろ

しくお願いします。 

 

よろしくお願いいたします。 

 

本日は、皆様、ご参加いただきましてありがとうございます。事前のア

ンケートだけでも皆さんと共有させていただくと気づきがあると思いま

すので、また、ケーススタディは medU-net の柱だと思っているので、

このテーマや違うテーマでぜひ皆さんとこれからもディスカッションし

ていきたいと思います。 

  では、富士フイルム和光純薬の嶋田様、船山様、そしてご参加の皆

様、本日は夏休みの最中にもかかわらず、本当にありがとうございまし

た。引き続きよろしくお願いします。これで、この会は終了としたいと

思います。お疲れ様でした。

 


